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２ ８ 建 企 第 ６ ７ ６ 号

平 成 2９ 年 ３ 月 ３ ０日

各 位

長 崎 県 土 木 部

長崎県建設工事共通仕様書の改定について

標記について、平成２８年４月版として適用しているところですが、諸基準の改定

等に対応するため、下記のとおり改定しましたのでお知らせします。

記

１．改定図書 長崎県建設工事共通仕様書（平成２９年４月）

２．改定内容 別紙「改定箇所一覧表」による

３．適用年月日 平成2９年4月1日以降に、入札執行通知または公告する工事か

ら適用する。

４．その他 印刷物の配布は行いませんので、各自、基準班イントラ又は土木

部ホームページよりダウンロードしてご利用ください。



長崎県建設工事共通仕様書 改定箇所一覧表（H29.4.1）

共-1-5 １－１－６ 施工計画書 １－１－６ 施工計画書
１．受注者は、施工計画書を遵守し、工事の施工に当らなければならな
い。この場合・・・以下省略

１．受注者は、施工計画書を遵守し、工事の施工に当らなければならな
い。この場合・・・以下省略

（１）工事概要 （１）工事概要
（２）～（１４）省略 （２）～（１４）省略

（１５）その他
（１５）総合評価に関する事項（誓約項目、技術提案または施工計画）

※総合評価落札方式実施時のみ

総合評価に関する事項を
追加

（１６）その他

2－9－3 セメントコンクリート製品の見本・品質証明資料 2－9－3 セメントコンクリート製品の見本・品質証明資料
受注者は、設計図書において指定されたセメントコンクリート製品につい
て、見本または品質を証明する資料を当該製品を使用するまでに監督職員
に提出し、確認を受けなければならない。

なお、ＪＩＳ製品については、ＪＩＳマーク表示状態の確認とし、見本
または品質を証明する資料の提出は省略できる。

受注者は、設計図書において指定されたセメントコンクリート製品につい
て、見本または品質を証明する資料を当該製品を使用するまでに監督職員
に提出し、確認を受けなければならない。
なお、ＪＩＳ製品については、ＪＩＳマーク表示状態の確認とし、見本

または品質を証明する資料の提出は省略できる。
また、ＪＩＳ外製品であっても、「長崎県コンクリ－ト製品評価会議」が
発行する監査合格証の写しを監督職員に提出することで、見本または品質
を証明する資料の提出は省略できる。

ＪＩＳ外製品の規定を追
加

2－9－4 セメントコンクリート二次製品の耐久性向上 2－9－4 セメントコンクリート二次製品の耐久性向上
本県発注工事において、以下に示すセメントコンクリート製品を使用する
場合は、工場の品質管理データ（塩化物総量規制及びアルカリ骨材反応抑
制対策）を提出し、監督職員の承諾を得なければならない。
なお、ＪＩＳ製品については、ＪＩＳマーク表示状態の確認とし、工場の
品質管理データの提出は省略できる。

また、塩化物総量規制は、鉄筋を使用するものを対象とし、アルカリ骨材
反応抑制対策は、鉄筋・無筋に関係なく対象とする。適用品目はおおむね
次によるものとする。

本県発注工事において、以下に示すセメントコンクリート製品を使用する
場合は、工場の品質管理データ（塩化物総量規制及びアルカリ骨材反応抑
制対策）を提出し、監督職員の承諾を得なければならない。
なお、ＪＩＳ製品については、ＪＩＳマーク表示状態の確認とし、工場の
品質管理データの提出は省略できる。
また、ＪＩＳ外製品であっても、「長崎県コンクリ－ト製品評価会議」が
発行する監査合格証の写しを監督職員に提出することで、工場の品質管理
データの提出は省略できる。
塩化物総量規制は、鉄筋を使用するものを対象とし、アルカリ骨材反応抑
制対策は、鉄筋・無筋に関係なく対象とする。適用品目はおおむね次によ
るものとする。

ＪＩＳ外製品の規定を追
加

摘要頁

共-2-24

改定前 改定後

共-2-24
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長崎県建設工事共通仕様書 改定箇所一覧表（H29.4.1）
摘要頁 改定前 改定後

共-5-2 第３節 レディーミクストコンクリート
5－3－2 工場の選定

第３節 レディーミクストコンクリート
5－3－2 工場の選定

１．受注者は、レディーミクストコンクリートを用いる場合には、JIS
マーク表示認証工場で、かつ、コンクリートの製造、施工、試験、検査及
び管理などの技術的業務を実施する能力のある技術者（コンクリート主任
技士等）が常駐しており、配合設計及び品質管理等を適切に実施できる工
場（全国生コンクリート品質管理監査会議の策定した統一監査基準に基づ
く監査に合格した工場等）から選定しなければならない。これ以外の場合
は、本条３、４項の規定によるものとする。

１．受注者は、レディーミクストコンクリートを用いる場合には、JIS
マーク表示認証製品を製造している工場（以下、JISマーク表示認証工
場）で、かつ、コンクリートの製造、施工、試験、検査及び管理などの技
術的業務を実施する能力のある技術者（コンクリート主任技士等）が常駐
しており、配合設計及び品質管理等を適切に実施できる工場（全国生コン
クリート品質管理監査会議の策定した統一監査基準に基づく監査に合格し
た工場等（以下、品管監査合格工場等））から選定しなければならない。
これ以外の場合は、本条２、３、４項の規定によるものとする。

なお、JISマーク表示認証工場で、かつ長崎県生コンクリート品質管理
監査制度の監査合格証を取得した工場または全国生コンクリート品質管理
監査会議から○適マークを承認された工場で製造された、JIS A 5308（レ
ディーミクストコンクリート）により粗骨材の最大寸法、空気量、スラン
プ、水セメント比及び呼び強度等が指定されるレディーミクストコンク
リートについては、配合に臨場する必要はないものとし、又施工に先立
ち、監査合格証の写しまたは○適マークを承認された工場であることを証
明する資料を監督職員に提示することで、材料試験結果及び配合の決定に
関する確認資料に代えることができるものとする。

JISマーク表示認証工場
の定義付けを追記

品管監査合格工場等と略
字を追記

２項のなお書きを移動
し、上記レディーミクス
トコンクリートを具体的
に記述

２．受注者は、JISマーク表示認証工場で製造されJIS A 5308（レディー
ミクストコンクリート）により粗骨材の最大寸法、空気量、スランプ、水
セメント比及び呼び強度等が指定されるレディーミクストコンクリートに
ついては、配合に臨場するとともに製造会社の材料試験結果、配合の決定
に関する確認資料を整備・保管し、監督職員の請求があった場合は、遅滞
なく提示するとともに、検査時までに提出しなければならない。
なお、JISマーク表示認証工場で、かつ長崎県生コンクリート品質管理監
査制度の監査合格証を取得した工場または全国生コンクリート品質管理監
査会議から○適マークを承認された工場で製造された、上記レディーミク
ストコンクリートについては、配合に臨場する必要はないものとし、又施
工に先立ち、監査合格証の写しまたは○適マークを承認された工場である
ことを証明する資料を監督職員に提示することで、材料試験結果及び配合
の決定に関する確認資料に代えることができるものとする。

２．受注者は、品管監査合格工場等に該当しないJISマーク表示認証工場
で製造されJIS A 5308（レディーミクストコンクリート）により粗骨材の
最大寸法、空気量、スランプ、水セメント比及び呼び強度等が指定される
レディーミクストコンクリートについては、配合に臨場するとともに製造
会社の材料試験結果、配合の決定に関する確認資料を整備・保管し、監督
職員の請求があった場合は、遅滞なく提示するとともに、検査時までに提
出しなければならない。
ただし、指定事項に基づいた配合について、すでに使用実績（１年以内の
公共工事に限る）があり、品質管理データがある場合は、配合試験を行わ
ず、使用実績の配合表により配合の決定に関する確認資料に代えることが
できるものとする。

品管監査合格工場等に該
当しないJISマーク表示
認証工場の規定とした。

使用実績により、配合の
決定に関する確認資料に
代えることができること
を追加。

なお書きは、１項に移動

３．受注者は、 JISマーク表示認証工場が工事現場近くに見当たらない場
合は、使用する工場について、設計図書に指定したコンクリートの品質が
得られることを確認の上、その資料により監督職員の確認を得なければな
らない。
なお、コンクリートの製造、施工、試験、検査及び管理などの技術的業務
を実施する能力のある技術者が常駐しており、配合設計及び品質管理等を
適切に実施できる工場から選定しなければならない。

３．受注者は、 JISマーク表示認証工場が工事現場近くに見当たらない場
合は、使用する工場について、設計図書に指定したコンクリートの品質が
得られることを確認の上、その資料により監督職員の確認を得なければな
らない。
なお、コンクリートの製造、施工、試験、検査及び管理などの技術的業務
を実施する能力のある技術者（コンクリート主任技師等）が常駐してお
り、配合設計及び品質管理等を適切に実施できる工場から選定しなければ
ならない。

コンクリートの製造、施
工、試験、検査及び管理
などの技術的業務を実施
する能力のある技術者の
例を追記
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長崎県建設工事共通仕様書 改定箇所一覧表（H29.4.1）
摘要頁 改定前 改定後

共-5-2 ４．受注者は、JISマーク表示認証工場でない工場で製造されたレディー
ミクストコンクリート及びJISマーク表示認証工場であっても「JIS A
5308レディーミクストコンクリート」以外のレディーミクストコンクリー
トを用いる場合は、設計図書及び第１編５－５－４材料の計量及び練混ぜ
の規定によるものとし、配合試験に臨場するとともに製造会社の材料試験
結果、配合の決定に関する確認資料により監督職員の確認を得なければな
らない。

ただし、指定事項に基づいた配合について、すでに使用実績（概ね１年以
内の公共工事に限る）があり、品質管理データがある場合は、配合試験を
行わず、使用実績の配合表により配合の決定に関する確認資料に代えるこ
とができるものとする。

４．受注者は、JISマーク表示認証工場でない工場で製造されたレディー
ミクストコンクリート及びJISマーク表示認証工場であっても「JIS A
5308レディーミクストコンクリート」以外のレディーミクストコンクリー
トを用いる場合は、設計図書及び第１編５－５－４材料の計量及び練混ぜ
の規定によるものとし、配合試験に臨場するとともに製造会社の材料試験
結果、配合の決定に関する確認資料により監督職員の確認を得なければな
らない。

ただし、指定事項に基づいた配合について、すでに使用実績（１年以内の
公共工事に限る）があり、品質管理データがある場合は、配合試験を行わ
ず、使用実績の配合表により配合の決定に関する確認資料に代えることが
できるものとする。

概ね１年以内の公共工事
から、１年以内の公共工
事とした。
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